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（趣旨） 

第１条 この規程は、公益財団法人軽種馬育成調教センター（以下「センター」とい

う。）定款第 17 条及び第 34 条の規定に基づき、常勤役員、非常勤役員及び評議員

（以下「役員等」という。）の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（報酬額等） 

第２条 常勤役員の報酬は本俸と役員手当とし、その月額は別表のとおりとする。 

２ 非常勤役員に対し支給する報酬は、理事会及び評議員会（以下「理事会等」とい

う。）への出席謝金とし、その額は、理事会等への出席の都度１日当たり5 0 , 0 0 0円

（税込）以内とする。また、非常勤の監事が監査の業務に従事した日については、

その都度１日当たり5 0 , 0 0 0円（税込）以内とする。ただし、同一日に２以上の理事

会等に出席し又は監査業務に従事した日が理事会等の日と同一の場合は、重複して

支給しない。 

３ 評議員に対し支給する報酬は、評議員会出席謝金とし、その額は、定款第1 7条第

１項において定められた年額の総額の範囲内で、評議員会への出席の都度１日当た

り5 0 , 0 0 0円（税込）以内とする。 

４ 前２項の規定にかかわらず、現に他から報酬を受ける非常勤役員及び評議員に対

しては、報酬を支給しないことがある。 

５ 第１項から第３項までに定める報酬のほか、役員等に対しては、通勤交通費及び

旅費を支給することができる。ただし、通勤交通費の支給については、公益財団法

人軽種馬育成調教センター職員給与規程第1 7条の規定を準用する。この場合におい

て、「通勤手当」とあるのは「通勤交通費」と読み替えるものとする。 

（報酬の支給方法） 

第３条 役員等に対する報酬は、所得税法その他の税法による税金、社会保険に関す
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る個人負担金を控除した残額に相当する金額を現金で支給する。 

２ 常勤役員に対する報酬の支給日は、毎月1 6日（その日が休日にあたるときは、そ

の日の直前の休日でない日）とする。 

３ 非常勤役員及び評議員に対する報酬については、原則として報酬が発生した日ご

とに支給する。 

（常勤役員の報酬の計算） 

第４条 新たに常勤役員となった者には、その日から報酬を支給し、退任したときに

は、その日まで報酬を支給する。 

２ 常勤役員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。 

３ 第１項の報酬の支給額の計算は、その月の日数から休日の日数を差し引いた日数

を基礎として行うものとする。 

（慰労金） 

第５条 常勤役員が退任した場合は、別に定めるところにより慰労金を支給すること

ができる。 

（端数の処理） 

第６条 第２条に規定する報酬及び前条に規定する慰労金を支給する際に生じた円未

満の整理は、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律（昭和2 5年法律第6 1

号）の規定の例による。 

（補則） 

第７条 この規程の実施に関し必要な事項は、評議員会で別に定める。 

 

 

（別表）（月額） 

役 職 本 俸 役員手当 

理 事 長 ９２８，０００円以内 ４８８，０００円以内 

専 務 理 事 ８８１，０００円以内 ３７４，０００円以内 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、センターが公益認定を受け移行の登記をした日（以下「登記日」と

いう。）から施行する。 
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（廃止規程） 

２ 財団法人軽種馬育成調教センター常勤役員の報酬等の支給に関する規程（平成 22

年 12 月 28 日制定。）は、登記日をもって廃止する。 

附 則 

この規程は、平成2 6年1 0月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成 28 年 12 月６日から施行し、改正後の軽種馬育成調教センター

役員及び評議員の報酬等の支給に関する規程（以下「改正後の規程」という。）は、

平成 28 年７月１日から適用する。 

（給与の内払） 

２ 改正前の軽種馬育成調教センター役員及び評議員の報酬等の支給に関する規程の

規定に基づいて平成 28 年７月１日以後の分として常勤役員に支払われた役員手当

は、改正後の規程の規定による報酬の内払とみなす。 

（施行期日） 

１ この規程は、平成 29 年３月 25 日から施行し、改正後の軽種馬育成調教センター

役員及び評議員の報酬等の支給に関する規程（以下「改正後の規程」という。）

は、平成 29 年１月１日から適用する。 

（給与の内払） 

２ 改正前の軽種馬育成調教センター役員及び評議員の報酬等の支給に関する規程の

規定に基づいて平成 29 年１月１日以後の分として常勤役員に支払われた役員手当

は、改正後の規程の規定による報酬の内払とみなす。 

附 則 

この規程は、平成 31 年１月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和２年１月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和８年３月９日から施行し、改正後の軽種馬育成調教センター役

員及び評議員の報酬等の支給に関する規程（以下「改正後の規程」という。）第２

条第１項の規定は、令和８年１月１日から適用する。 

（給与の内払） 

２ 改正前の軽種馬育成調教センター役員及び評議員の報酬等に関する規程の規定に

基づいて令和８年１月１日以後の分として常勤役員に支払われた本俸及び役員手当

は、改正後の規定による内払とみなす。 

 

 

 

 

 

 


